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○議長（中西峰雄君）引き続きまして、順番

５、６番 清水君。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）春まだまだ浅きの２月

如月議会であります。冬に２回の議会ははじ

めてで、なんだかんだと忙しかったような気

がしておりますが、これからよろしくお願い

します。 

 「友愛」だの「命を守る予算」だの、この

コピーの鼻につくなんとも言いようのない

「くささ」はいかがしたものでしょうか。民

主党にもう少しましなコピーライターはいな

かったのでしょうか。前政権の「美しい日本」

などと、この時節、あんた何を言うとるのよ

と思えた、以後短命内閣ブームの基礎を確立

した安倍晋三首相にも似て、それを得々とし

て語る同級生の鳩山総理に哀れを感じてなり

ません。 

 自由民主党の新年会に出席いたしました。

当市の首長は出席なく、当議会からの出席者

もわずかでした。しかし、全体の出席者は例

年以上で、立ったまま一時間に及ぶ冗長で面

白くもない、むしろ不愉快なお歴々のあいさ

つも今年は殊のほか聞けました。 

 一人の国会議員のあいさつに、自民党と民

主党の政策の違いについて至極明快なものが

ありました。納得も理解もいたしました。い

わく「自民党の政策は給料を増やそうという

もの。民主党のそれは給付を増やそうという

もの。これは社会主義にもつながるもので、

財政的にもたない」ということでありました。

なるほどそれは、民主党の「コンクリートか

ら人へ」というキャッチコピーからもわかる

もの。子ども手当にしても、高校教育無償化

にしても、汗を流さずとも与えてもらえば、

すなわち給付を受ければだれでも喜ぶ。コン

クリートを使う工事で給料を得て、それで子

どもを育てよ、教育を受けさせよということ

との隔たりは大変なもの。昨年の総選挙で、

我が国民は「給付」を選んでしまいました。

高速道路無料化にしても、ガソリン暫定税率

廃止にしても、きのう、きょうのニュースに

いう消費税論議開始にしても、今や「マニフ

ェスト」という外来語の解釈は、政権与党に

よる「市民・国民への詐欺行為」と言うに等

しくなりました。これらの公約はできるので

しょうか。 

 かくいう自民党が、昨年今頃には下野する

ざまを見た自公政権による定額給付金という、

頭から給付などと付いた人気とりだけの政策

の、身に合わないお粗末なもので国民を大騒

ぎさせていました。 近の国会の質疑応答に

も見られるような、こういう自民・民主の、

良く言えば闘争状態、悪く言えばののしり合

いを、関取のふんどしを担ぎ運ぶ下位力士の

ことを英語でロインクロスキャリアーと訳し

ますが、「彼等の大勝負」という日本の古いこ

とわざに行きあたりました。全く、押して押

し切れず、投げて投げ切れずを繰り返し、土

俵での長時間勝負、観客はため息ばかり。 

 正しい政治は橋本議会から。これより一般

質問であります。 

 ごみ問題についてであります。 

 旧政権で変人と言われた首相小泉が、「米百

俵の精神」などといたずらに国民に我慢を強

いました。その痛みはいまだいえず、地方に

おいては傷はうみ、病は膏肓に至り始めまし

た。銀行を助けるため、自己満足だけの郵政

改革とやらを進めるために使った、かの米百

俵の精神は本来の意味を外れており、本来の

－11－ 



意味を知らぬ国民を言葉で幻惑、だましたと

しか思えなくなってまいりました。 

 米百俵の精神とはすなわち、幕末の北越戊

辰戦争において、司馬遼太郎の『峠』で有名

な、筆頭家老河井継之助に率いられた長岡藩

は敗れ、焦土と化しました。藩士は食うや食

わずの困窮状態にある折、この窮状を見かね

た、同じくこの戦争で敗れた支藩の三根山藩

が、苦しい財政の中から長岡藩に贈った米百

俵をめぐり、時の長岡藩の大参事小林虎三郎

は、米の分配を迫る藩士に「国が興るも、ま

ちが栄えるも、ことごとく人にある。食えな

いからこそ人を育てる。この米を売り払い、

文武両道に必要な書籍、器具を買い、学校を

建てる。この米は後の一万俵、いや、もっと

尊いものが見えるかもしれない」と藩士を説

き、戦火を免れた寺の本堂に士族、町民、農

民を問わずの校名「国漢学校」を設立した小

林虎三郎の精神、それ以上に尊い、その説得

に同意した藩士の精神を言うのであり、変人

首相の言う米百俵の精神は、歪曲も甚だしい

と言わねばなりません。この高邁な精神が、

海軍元帥山本五十六など幾多の歴史的人物を

生み育て、今も長岡市の指針、教育理念とな

っているものであります。 

 余談として、長岡藩は三根山藩にかくも感

謝しているのに対し、三根山藩の記録にこの

ことは残されていないというのも、武士の世

はかくあった。私たち政治家もかくぞこそあ

れという思いに至ります。 

 さらに余談となりますが、関東方面に進学

した私たちの伊都高校昭和41年卒業の同級生

は、約150名中アルバムをざっと見て19名を数

えました。今、橋本高校の進路相談の先生に

伺ったところ、生徒240名前後で東京方面への

進学は毎年二、三名とのこと。東京へのあこ

がれも薄らいだこともあるでしょうが、これ

は東京に限らず、今こう言うかどうかはわか

りませんが、下宿を伴う進学では、とにかく

親の経済状態が許さない。 

 私の大学時代のことを思い出しますと、ア

パートの部屋は半畳の台所付きの四畳半、く

み取りの共同便所で家賃は7,000円。風呂は小

さな石けんかたかた鳴らし、麦畑を抜けて約

７分、窓の外には善福寺川、これで私に彼女

がいれば全く神田川の世界で、これで結構い

い状態であることは友人との比較でわかりま

した。 

 今、この杉並区の住宅街でのワンルームは、

家賃７万円前後で安いほうと思うと。私の頃

の約10倍。授業料は、当時私立の文科系で８

万円、今、どの大学も文科系では約80万円程

度、これも10倍。エンゲル係数だけを心配す

れば済んだ学生時代でしたが、私の受けた仕

送りは３万円で、少ないほうではなかったと

思いますが、当時、マツダの東洋工業の大卒

初任給が３万円を超えたとかで話題でした。

今、初任給は伸び悩んでいるとはいえ、ネッ

トで調べてみると30万円を超える企業はいく

つもあります。これも10倍。してみると今の

親の仕送りは30万円程度で、学生はアルバイ

トなしでまずまずの東京生活ということでし

ょうか。東京方面の私立、公立を問わず、大

学に通う地方出身学生の親の出費は、授業料

を加えて、文系で年間300万円から400万円程

度の覚悟が要るという結論が導かれます。 

 この出費に耐えられる地方の親は果たして

どれくらいいるかということになってきます。

子ども二人に、三人に大学教育を受けさせた

地方の親は、もうへとへと。残りの人生に金

銭的余力はほとんどありません。私の親はそ

うでした。私もそうです。地方の親は大学教

育に都会に金を落とす。仕送りが足りない地

方出身の学生は、アルバイトで都会の経済に

貢献する。地方に住むことの不利、地方の疲

弊、地方と都会の格差の構図はこういう教育
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問題にもあると思われます。大学教育に限ら

ず、何とか教育にかかる費用のいくらかでも

助けることはできないものでしょうか。 

 昨年11月、大学クレジットカードの雄、早

稲田大学を訪れ、大学の事務局の担当の椿氏

より話を伺ってまいりました。趣旨は、クレ

ジット会社と提携してハシモトカードという

ものを設置できないかということであります。

早稲田カードの発行枚数は６万枚。クレジッ

トカード各社から大学へ戻される金額が年間

8,000万円前後。そのすべてを学生に返還無用

の奨学金に充てているということで、その約

8,000万円を、文科系学部の学生には30万円、

理科系には36万円を給付しているとのこと。

年間約200名以上がその恩恵にあずかってい

るということになります。カード利用者に負

担はなく、むしろいわゆるポイントが加算さ

れてのリターンもあります。まだあきらめて

はいないですが、結論から言いますと、規模

的にハシモトカードは難しいということには

なってしまいました。 

 閑話休題。思い起こせば市町村合併。その

大目標は市民サービスを落とすことなく、合

理化できることは合理化しようというもので

はなかったでしょうか。しかるにごみ問題で

あります。何十億円かけて大もめにもめて、

町活性化のためと賛成した旧高野口町民には、

合併でそれが何が何だかわからなくなり、昨

年７月より、広域の焼却場が稼働を始めまし

た。その結果が、市民にごみの分別という大

負担を強い、ごみ袋に至っては基本的に３倍

の値上げ。可燃ごみの収集が週２回から１回

への方向と、明らかに市民サービス低下。合

理化は時間の経過に待つままとなっていると

思われます。今一度、この点について当局の

考えを伺った後、以下の質問に答弁願いたく

思います。 

 この問題は、橋本一市の結論で済むもので

はなく、広域の問題としてとらえるべきこと

であるのは承知しています。しかし、我が市

が広域のリーダーとしての自覚を持って取り

組んでいただけないかと思い、一般質問に及

びました。 

 １、前段で述べました、ごみの分別米百俵

についてであります。今、広域各市町村で一

番問題になっているのが「その他プラ製容器

包装のリサイクル」の収集積み残しについて

であると思います。収集されなかった地区、

人からは、難しい、年配者には理解できない

等々の声がしきりでありますが、正しくきれ

いに分別することは、特別の財源を必要とせ

ず、橋本市・広域三町の未来につながる人材

を育成することだという認識を広域市町に持

っていただければ、分別にも力が入ろうとい

うもの。行政側もそれを前面に押し出せば、

苦情を受けても、すなわち、いわゆる米百俵

を前面に押し出せば、苦情もまた楽しからず

やと。 

 広報はしもと12月号に、図入りでの説明文

がありました。それもかなり難しく、聞くだ

けではさらに理解しにくく、私の理解もずれ

ているかもしれませんが、米百俵の財源探し

にしばしお聞き願いたいと思います。 

 容器包装リサイクル法では、消費者、市町

村、事業者（ファーストメーカー、以下メー

カー）のそれぞれに、一般廃棄物に対して責

任を分担する仕組みとなっています。まず消

費者は、容器包装廃棄物（以下、その他プラ）

の排出を抑制し、その他プラを排出するとき

はルートに沿って分別排出します。市町村は

その他プラを分別収集します。メーカーはそ

の事業において利用または製造・輸入した容

器包装の量の排出の抑制を行うとともに、そ

の量に応じてリサイクルの義務を負います。

また、メーカーは指定法人（財団法人）日本

容器包装リサイクル協会（以下、リサイクル
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協会）と再商品化委託契約を結び、再商品化

委託料を支払うことによって再商品化の義務

を果たすことになります。 

 そのリサイクル協会ルートによる、その他

プラのリサイクルの流れは、まず、メーカー

はその他プラを再商品化するための費用の

95％をリサイクル協会に支払う義務を負いま

す。残りの５％を市町村が払います。消費者

は、その他プラ識別マークを目安に分別排出

をします。市町村は、排出されたその他プラ

を選別保管し、それを引き取ってもらうため

にあらかじめリサイクル協会と引き取り契約

を結んでおきます。リサイクル協会における

競争入札で落札したリサイクルメーカーに、

その他プラ包装容器を引き渡します。リサイ

クルメーカーは、落札・取得したその他プラ

を再商品化することになりますが、その他プ

ラを使っての再商品化はファーストメーカー

よりも費用がかかるため、その差をリサイク

ル協会が払うという図式になっているという

ことであります。 

 この12月号から、１の①リサイクル費用

（95％プラス５％）はどのように決定される

のですか。 

 １の②ファーストメーカーとリサイクルメ

ーカーは必ず違う会社ですか。 

 １の③リサイクル協会へ引き渡すその他プ

ラの品質がすぐれており、想定したリサイク

ル費用より実際かかった費用が少なく済んだ

市町村には、その差額の２分の１の金額が返

還される制度が平成20年度から始まりました、

とも記されていますが、２分の２というのは、

前述の市町村がリサイクル協会に払う５％全

部という理解でよろしいのでしょうか。 

 １の④その金額はいくらですか。 

 １の⑤収集されてはいるが、排出されたそ

の他プラの品質が悪いと判定された場合は、

リサイクル協会から１円も戻ってこないとい

う理解でよいのですか。引き取りに新たな費

用が発生するともなっていますが、新たな費

用というのは、不良品質のその他プラを収集

した罰則という意味ですか。その費用はどう

決定されるのでしょうか。品質の判断の基準

を決める判定員は、どのような資格を有する

者で、どこの機関の所属者ですか。 

 １の⑥高品質のその他排プラであると、１

の④の金額の２分の１が還付されるというこ

とになると思いますが、その金額を基金化し、

奨学金として給付してはどうでしょうか。と

いうのが、米百俵質問で市民の協力でリター

ンされた資金を、なし崩しに一般会計に組み

込んでしまうのではなく、橋本の将来を担う

人材に投資しようというもので、当局の答弁

を期待します。 

 １の⑦リサイクル協会ルートという表現が

ありましたが、ほかに違うルートというもの

があるのですか。その違うルートと我が広域

が参加している協会ルートとの費用の比較は

しているのですか。 

 ２、かつてはごみの分別をしないで、ごみ

はごみで１円にもならなかった時代がありま

した。ペットボトル、破砕選別、スチール缶、

無色瓶、茶色瓶、集団回収対象となっている

が、焼却場に持ち込まれたアルミ缶、古紙類

などで広域にリターンされる金額のすべてを

教育に特化、奨学資金として積み立ててはど

うですか。まだ広域処理場での実績はわから

ないでしょうが、旧高野口町、旧橋本市では、

それぞれ、どれほどのリターンがあったので

しょうか。その毎月の排出量、リターン金額、

単価をホームページに掲載してはどうでしょ

うか。 

 ３、埋立ごみ袋の有料化について。袋が10

枚もあれば、これは一生もつという人もいま

す。コンテナ収集にできない理由は何ですか。 

 ４、可燃ごみの毎月の排出量、できれば市
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町別にホームページに掲載してほしいという

人がいます。そうすれば、ごみ減量の進化の

度合いがよくわかるという意見であります。 

 一方、行政組織の見直しや事業の大幅な削

減などの行財政改革につきましては、橋本市

集中改革プランに基づき、職員の定数適正化

や事務事業の見直しを進めており、簡素で効

率的な行財政システムの構築に努めていると

ころです。 

 ５、週１回収集の自治会には月100円の奨励

金を給付していますが、週２回収集の地区で

は、その何倍くらいかかるのですか。計算方

法も示してください。  今後も、市民のご理解とご協力をいただき

ながら、行財政改革の目標達成に向けて取り

組みを進めてまいります。 

 ６、可燃ごみ収集日に収集場所に集まるカ

ラスについて対策は施していますか。また、

食い散らかした周囲を清掃して帰る収集員と、

そのままで帰る収集チームがあるようですが、

当局の指示はどのようになっていますか。 

 次に、ごみ袋の値上げにつきましては、今

回、可燃ごみ袋のみ従来の約３倍の値上げを

したところですが、これは平成17年の国の基

本方針が改正され、ごみの減量化・資源化を

推進するため、一般廃棄物処理の有料化を推

進すべきことが明確化されたことにより、本

市においても排出抑制や再生利用の推進、ま

た排出量に応じた税負担の公平化を目的とし

て、可燃ごみ袋の改正を行ったものでありま

す。 

 以上であります。１回目の質問を終わりま

す。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）清水議員の、合併

についての考え方についてのご質問にお答え

いたします。 

 また、可燃ごみの収集回数の減少につきま

しては、市民や衛生自治会のご協力による、

ごみの分別リサイクルや生ごみ堆肥化による

可燃ごみの減量化により達成できるものであ

り、可燃ごみの減量化がごみ処理経費削減に

も有効であると認識しているところでござ

います。 

 市町村合併の必要性については、全国的に

少子高齢化が進むとともに、国・地方の財政

状況が厳しくなるなど、単独での自治体運営

が極めて困難な状況において、高度化、多様

化する住民ニーズにこたえていくため、橋本

市と高野口町の合併により、行財政改革をさ

らに推し進めながら、豊かで活力あるまちづ

くりを進めていくことにあります。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

〔市民部長（岸田茂利君）登壇〕 

○市民部長（岸田茂利君）ごみ問題のご質問

についてお答えをいたします。  橋本市と高野口町の合併は、まもなく４年

を迎えますが、合併後のハード事業として、

合併特例債を活用して義務教育施設整備事業、

高野口地区公民館建設事業、道路整備事業な

ど、必要なハード事業関係の整備を着実に推

進するとともに、ソフト事業として、コミュ

ニティバス運行事業や自動交付機の設置など

により、住民の利便性と行政サービスの向上

に取り組んでまいりました。 

 まずはじめに、ごみ処理の広域施設への移

行後の市民サービスが低下する一方、合理化

が進んでいないとのおただしについて、ごみ

処理に関しましては、議員もご承知のとおり、

我が国では「循環型社会推進基本法」を軸と

して、さまざまなリサイクル法が定められて

おりまして、天然資源の枯渇問題が大きくな

る中で、リサイクルは国民すべての責務と考
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えております。 

 このことから、広域ごみ処理場建設にあた

り、橋本周辺市町村圏組合においても、法に

基づきリサイクルできるものはできるだけリ

サイクルを行うことを基本にするとともに、

構成市町で行っていた分別の水準を下げるこ

とのないよう、旧橋本市では14分別、旧高野

口町では15分別となっていたものを、現在の

17分別に統一されたところであります。 

 また、可燃ごみ袋の価格改正においては、

廃棄物処理法に基づく国の基本方針に基づき、

ごみ処理の有料化によるごみの排出抑制や再

生利用の推進とともに、排出量に応じた負担

の公平化のために実施したところです。また、

可燃ごみの週１回収集につきましては、生ご

み堆肥化等により家庭から排出される可燃ご

みが減り、週１回の収集でも支障が出ないと

区・自治会で判断いただいた地区で実施して

いるところです。 

 また、広域ごみ処理場移行にあたり、分別

区分が増える中で、収集車両数・収集作業人

員数を抑制するなど、一定の合理化を行った

ものと考えております。 

 いずれにいたしましても、市民の方々の理

解と協力なくしては、ごみの減量化・資源化

などはできないと考えておりますので、今後

ともごみ処理に関する情報公開などを積極的

に行っていきたいと考えております。 

 １点目の、リサイクルに要する費用の負担

割合についてのおただしですが、この負担割

合は、製造事業者等のうち、法律で負担が義

務付けられている「特定事業者」の割合で決

定されております。 

 この特定事業者は一定規模以上の事業者と

されておりまして、その規模は、売上高や従

業員数により定められているところです。つ

まり、市町村負担分とは、このリサイクル費

用の負担が義務付けられていない一定規模以

下の事業者分の負担金となります。そして、

この特定事業者の負担割合については、年度

ごとに国が実態調査等に基づき決定されてい

るところです。 

 平成21年度では、広報はしもとで掲載した

とおり95％ですが、過去を見ますと、平成20

年度96％、平成19年度で97％です。また、平

成22年度の暫定値として97％との通知が来て

います。 

 次に、製造業者であるファーストメーカー

と再生化事業者でありますリサイクルメーカ

ーは、必ず違う会社であるかとのおただしで

すが、平成21年４月現在で、リサイクル協会

と契約をしているその他プラ製容器包装のリ

サイクルメーカー数は75社あり、すべてを調

査しておりませんが、製造業者である特定事

業者でリサイクル協会と契約している再生化

事業者、いわゆるリサイクルメーカー数は確

認できておりません。 

 ただし、製造業者が独自に自社から出るそ

の他プラ製容器包装を自社で回収し、リサイ

クルしている製造事業者等はあります。この

場合、「その他プラ製容器包装」を再商品化す

るための費用算出にあたり、自ら回収する量

を差し引いて、排出見込み量としてリサイク

ル協会にリサイクル委託料を支払う仕組みと

なっております。 

 次に、「その他プラ製容器包装」の品質がす

ぐれており、想定したリサイクル費用より実

際にかかった費用が少なくなった市町村には、

その差額の２分の１の金額が還付される制度

において、その差額とは市町村が負担する

５％であるかとのおただしですが、結論から

申し上げますと市町村の支払う５％相当額で

はありません。 

 まず、対象年度前に各市町村より出される、

引き渡し申込量に基づきまして、その年度の

リサイクル費用想定額を算出し、その年度の
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実際に要した費用の総額が確定した後におい

て、その差額を原資として、品質がすぐれて

いる市町村、想定した引き渡し量が少なかっ

た市町村に、２分の１が拠出金として配分さ

れることになります。また、残りの２分の１

は特定事業者へ配分されております。 

 次に、配分される金額のおただしですが、

さきにご説明したとおり、年度ごとに算出さ

れ、市町村の予測量などに大きく影響される

ことになります。したがいまして、明確にお

答えすることはできませんが、平成20年度の

実績を見ますと、リサイクル費用想定額が全

国で約533億円、現に要した費用が約351億円

であり、差額が約182億円となり、配分額、い

わゆる拠出金としては、その２分の１の約91

億円となっております。 

 次に、「その他プラ製容器包装」の品質が悪

いと判定された場合のおただしですが、リサ

イクル事業者に引き渡した「その他プラ製容

器包装」は、不定期に品質検査を受けること

になり、一定基準を満たしていない場合は再

検査があり、再検査でも基準を満たしてない

場合は、引き取りを拒否されることになりま

す。当然のことですが、配分される拠出金は

支払われなくなります。 

 なお、引き取りを拒否されると、その処分

方法によりますが、民間施設でリサイクルす

るか、あるいは広域ごみ処理場で焼却処分す

ることになり、処分費用をすべて負担しなけ

ればならなくなるため、リサイクル協会への

負担額、いわゆるリサイクル費用の５％負担

に比べ高額となります。 

 また、品質判定員についてのおただしです

が、リサイクル協会に確認したところ、協会

から委託を受けた法人が判定を行っておりま

して、特別な資格はないが、国の判定基準に

沿って、判定員による誤差がないよう定期的

な研修を行っているとのことでしたので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

 次に、配分される拠出金を基金化し、奨学

金として給付してはどうかとのおただしです

が、この拠出金に係る「その他プラ製容器包

装」のリサイクルは、現在、橋本周辺市町村

圏組合としてリサイクル協会と契約をしてい

ます。したがいまして、拠出金は一旦広域組

合に入金されることになり、このほかの資源

物の売り払い金などとともに、各市町のごみ

処理経費の負担金として精算されることにな

っています。 

 このことから、橋本市に直接現金収入とは

なりませんが、「その他プラ製容器包装」の拠

出金や資源物の売り払い金等については、ご

み処理費用の抑制に充てられることになって

おります。 

 しかしながら、生ごみ堆肥化などと同様、

ごみの資源化・減量化の成果には違いはあり

ませんので、基金化については今後の課題と

したいと考えておりますので、ご理解をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次に、リサイクル協会ルート以外のルート

があるのか、また、その費用の比較はしてい

るのかとのおただしですが、他のルートとし

て、民間のリサイクル事業者に処理を委託す

るルートとなります。広域ごみ処理場移行ま

で、旧高野口町域から排出された廃プラの処

理も、この民間ルートでリサイクル処理を委

託していたところです。この費用は平成20年

度でトン当たり３万5,700円となっており、リ

サイクル協会に比べ処理費用は10倍以上と非

常に高額となります。 

 次に、広域ごみ処理場移行までの資源物の

売り払い金のおただしですが、平成20年度に

おける金額は、橋本クリーンセンター分が

2,690万1,293円、高野口クリーンセンター分

が496万4,931円、合計3,186万6,224円となっ

ております。また、広域ごみ処理場移行後の
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ごみ区分ごとの排出量などの情報につきまし

ては、今後ホームページなどを利用して公表

したいと考えております。 

 次に、埋立ごみ袋の有料化のおただしです

が、埋立ごみの収集を有料指定袋とした目的

は、排出抑制の意識を持っていただくことに

より、ごみの減量化と埋立地の延命化を図る

とともに、排出量による負担の公平化を図る

ためであります。 

 また、コンテナ収集とした場合、コンテナ

の配布や回収のための車両や人員の確保が必

要で、収集コストが高騰することになり、収

集効率の面からも袋収集としております。 

 次に、広域組合構成市町村の可燃ごみの毎

月の排出量については、広域事務組合のホー

ムページに掲載されるよう申し入れをいたし

ていきます。 

 次に、週１回収集と週２回収集の費用比較

のおただしですが、収集に要する経費をもと

に試算してみますと、現在、１日の収集車両

１台当たりに要する経費は約７万5,000円と

なっており、週２回収集では約15万円かかる

ことになります。一方、週１回収集の場合は、

１日の収集世帯数を800世帯前後とした場合、

交付すべき奨励金の額が１回の収集当たり約

２万円となり、収集に要する経費約７万5,000

円と合算すると約９万5,000円になります。し

たがいまして、週２回収集は週１回収集の場

合と比較して、約1.6倍の費用がかかることに

なります。 

 後に、可燃ごみの集積所でのカラス対策

のおただしですが、集積場所に出された可燃

ごみを食い荒らすカラス被害につきましては、

生ごみ堆肥化の推進やごみ収集ボックス等の

整備により、かなり減少している状況であり

ます。しかしながら、まだ苦情の報告を受け

ている地区もありますので、ごみ収集ボック

ス等の設置やカラスよけネット等について、

区及び自治会で対応をお願いしているところ

です。 

 また、散乱したごみについては、収集員の

できる範囲で清掃するように指示をしており

ます。このことについては、再度、直営及び

委託を含め徹底してまいりますが、集積場所

の清掃については排出者の責任でお願いをし

たいと考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君、再質問

ありますか。 

 ６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）週２回から１回にせよ

というのを、かなりな圧力と考えておられる

自治会等があるんですけれども、それは自治

会の決定に従っていただけるという判断でよ

ろしいんですか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）先ほどもご答弁さ

せていただきましたけども、市のほうから強

制的に週１回収集にしてくださいという指導

は行っておりません。あくまでも衛生自治会

が中心となりまして、説明をして、区のほう

でご理解いただいた、週１回でいいよという

ふうに市のほうへ申し出いただいた地区から

１回収集に切り替えをさせていただいている

ということですので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）１の⑤のところで、罰

則というか、実際にその処罰を受けた市町村

はあるのかどうかちょっとお聞きしたいのと、

その状況はどんなものがあったのか、わかっ

たらお教え願いたいんですけども。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君） 近の事例では、

他府県ですが、県内では把握しておりません。

－18－ 



お隣の奈良県の奈良市で、平成19年度でいわ

ゆる分別状況が悪いということで、再検査で

も指摘を受けまして、受け取りを拒否されま

して、奈良市の場合は民間業者に委託を依頼

したということで、トン当たり３万5,157円の

出費であったということで、総額１億7,677

万円の費用をその処理に費やしたというのが

載っております。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）答弁としては妥当なと

ころかもわからんですけども、カラスが悪い

というのはあれやけど、まあどうなのかな、

それをほったらかしておいて、必ず置いてあ

る場所の方が掃除するということになります

わね。置かしといてやって、掃除までおれが

せんなんのかよということになりますので、

そこのところは、答弁いただけるかな。  それで、状況ですが、確かなことはつかん

でおりませんけれども、その検査の要項の中

で、いわゆる分別の精度、重量比に対して90％

以上適正に分別されているか、あるいはその

他いろんなものが混ざっていないかというよ

うなことのいろいろチェック項目があるよう

でございますので、それで一旦抜き打ち検査

を受けて指摘されて、なおかつそれが是正さ

れていない場合には受け取りを拒否されると、

こういうシステムになっているというふうに

聞いております。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）申しわけないんで

すけども、そのためにも生ごみを堆肥化して

くださいと。ですから、極端に言えば、生ご

みが可燃袋の中に入っておらなければ、カラ

スやら猫等の被害がないというふうに考えて

おります。それとあわせて演壇でもご説明さ

せていただきましたんですけども、ごみの収

集ボックス等、そういうカラス被害に遭わな

いような対処もあわせて行っていただければ

というふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君） 後の大きな６番なん

ですけども、難しい言葉が出てきましたけど

も、排出者の責任において処理してください

というんですけども、そしたら、その地区の

自治会長さんなりが行って掃除するのが原則

やろうということでとらえさせてもろたらよ

ろしいんかな。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）私の質問は、いつもだ

いたいが残余の件でございますんですけれど

も、基金化に入れる金額も、はっきりそうす

るとも答弁はいただいてないんです。今の時

期、大変難しい状況にあると思いますけども、

市長、一言いただけたらと思うんですけども、

いかがなものでございましょうか。難しかっ

たらもう結構で、終わりたいと思いますが。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）そういうふうに強

制的な意味で申し上げたわけでなしに、地域

の環境美化というか、環境保全のために、そ

ういうことで散らかった場合には、私ども収

集作業員ができるだけ清掃するようにという

ふうに指導は行ってまいりますが、それでも

もれた場合には、地域で地元をきれいにして

いこうという美化意識というか、そういう格

好でご協力をお願いしたいという意味で申し

上げました。 

○議長（中西峰雄君）市長、答弁されますか。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）このごみ問題というの

は、私も大分かかわっておるんです。市長に

就任してから、生ごみを減らしていこうとい

うようなことで、大分いろいろと汗かいてき

ました。病院の前も今、花がこれから咲いて
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いくわけでございますけど、またコスモスの

種もまいて、職員も本当に歯抜けになったら

そこへ補職して、少しでも立派な花を見ても

らおうというような、これはやっぱり花とい

うのはいやしというか、心のよりどころはや

っぱりそこへ求めていくということが、これ

はデンマークでもどこでも、そこらがやっぱ

り先進地ということで位置付けしておると思

うんですよ。それで、私、やっぱりこれを続

けていきたいなと。 

 

 そして現在、就任してから今日の実績を見

ましたら、ごみ減量のおかげで7,000万円台が

減量してきた。これは非常にありがたい。そ

れはもう詳しく言いません。皆さんに子育て

支援に１億円と。そして、福祉対策に、高齢

者に１億円。目標は２億円の目標。７億5,000

万円を今まで使っておったんやから、それを

やっぱり３割減らしたら２億円出てくるから、

そういう仕分けをして、それで市民サービス

していく。そういう考え方を持っております

ので、おかげさんで、私のマニフェスト見て

くれましたか。 

  （「マニフェストという言葉が嫌い

になりました」と呼ぶ者あり） 

○市長（木下善之君）そうか、いや嫌いでよ

ろしいわ。チラシ、例えば、小学校６年まで

は医療費無料化にしますよと言うには、まあ

一段のごみ減量をしてもらわないと、裏付け

の予算が出てこない。そういうことでありま

すが、一例でございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君、よろし

いですか。 

○６番（清水信弘君）結構です。終わります。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、６番 清

水君の一般質問は終了いたしました。 

 この際、２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時14分 休憩） 
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